
参考資料 

 

１ 現行の指定管理者の指定期間について（平成２３年１１月２８日提出・平

成２３年１２月１５日議決） 

管理を行わせる公

の施設の名称及び

所在地  

名 称 かわさき新産業創造センター  

所在地 川崎市幸区新川崎７番７号  

指定管理者となる

団体  

住 所 川崎市幸区堀川町６６番地２０  

名 称 公益財団法人川崎市産業振興財団・三井物産

フォーサイト株式会社共同事業体  

代表者 公益財団法人川崎市産業振興財団 

代表理事 曽禰 純一郎 

構成員 三井物産フォーサイト株式会社 

代表取締役社長 松田 俊哉  

現行の指定期間  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

２ かわさき新産業創造センターの指定管理者の指定期間の変更について 

現行の指定期間「平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで」を

「平成２４年４月１日から平成３０年３月３１日まで」に変更する。 

 

３ 変更理由 

かわさき新産業創造センターの施設拡張整備に係る管理運営内容の変更に

伴い、現行のかわさき新産業創造センターと平成３０年度の供用開始を予定

している新施設を含めた一体的な管理運営を行う指定管理者を指定するまで

の間（平成２９年度１年間）、効果的かつ効率的な施設の管理運営を行うた

め、現行の指定管理者の指定期間を１年間延長するものである。 

　　　市道路線の認定及び廃止について

　道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。

　　　　　平成２８年９月５日提出

　　川崎市長　　福　田　　紀　彦

１　認定

整理 図面

番号 番号

大 師 河 原 川崎区 大師河原２丁目 ４６８０番 １先

第 ８ 号 線 川崎区 大師河原２丁目 ４６８０番 ９先

戸 手 幸　区 戸手４丁目 ５３番 ５０先

第 ２ ５ 号 線 幸　区 戸手４丁目 ５３番 ４８先

小 倉 幸　区 小倉４丁目 ８１０番 １１１先

第 ２ １ ８ 号 線 幸　区 小倉４丁目 ８１０番 ９９先

小 倉 幸　区 小倉４丁目 ８１０番 ９８先

第 ２ １ ９ 号 線 幸　区 小倉４丁目 ８１０番 ８７先

上 小 田 中 中原区 上小田中１丁目 ２６３番 ６先

第 ２ １ ６ 号 線 中原区 上小田中１丁目 ２６３番 １１先

菅 生 宮前区 菅生２丁目 ２００８番 １先

第 ８ ２ ６ 号 線 宮前区 菅生２丁目 ２０１３番 ２先

菅 稲 田 堤 多摩区 菅稲田堤１丁目 ２９０１番 １先

第 ９ ７ 号 線 多摩区 菅稲田堤１丁目 ２８９９番 ３先

高 石 麻生区 高石２丁目 １２３１番 １４先

第 ３ １ ８ 号 線 麻生区 高石２丁目 １２３１番 ２０先

は る ひ 野 麻生区 はるひ野５丁目 ２９番 １先

第 １ １ ８ 号 線 麻生区 はるひ野５丁目 ２９番 ３６先

議案第　　　号

路 線 名
起 点

終 点

２２ １

２３ ２

２４ ３

２５ ３

２６ ４

２７ ５

２８ ６

２９ ７

３０ ８

議案第１３６号

市道路線の認定及び廃止について

　道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。

平成２８年 ９ 月 ５ 日提出

        川崎市長  福　田　紀　彦



認 定 理 由 

図面番号① 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（川崎区大師河原２丁目地内）            整理番号２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理 図面

番号 番号

栗 木 台 麻生区 栗木台５丁目 ２番 ６４先

第 ９ ３ 号 線 麻生区 栗木台５丁目 ２番 ５先

２　廃止

整理 図面

番号 番号

野 川 宮前区 野川 ３０５４番 ２先

第 ２ ０ ０ 号 線 宮前区 野川 ３０５５番 １先

菅 生 宮前区 菅生２丁目 ２０１２番 ２先

第 ２ １ ４ 号 線 宮前区 菅生２丁目 ２００８番 １先

菅 生 宮前区 犬蔵１丁目 ３６２３番 先

第 ５ ４ ７ 号 線 宮前区 犬蔵１丁目 ３６４５番 ３先

西 生 田 多摩区 西生田１丁目 ２１９１番 先

第 ３ ６ 号 線 多摩区 西生田１丁目 ２１９０番 先

片 平 麻生区 片平 １６９５番 １先

第 ６ ０ 号 線 麻生区 片平 １６６０番 ９先

路 線 名
起 点

終 点

３１ ９

路 線 名
起 点

終 点

３６ １４

３３ １１

３４ １２

３５ １３

３２ １０



認 定 理 由 

図面番号① 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（川崎区大師河原２丁目地内）            整理番号２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理 図面

番号 番号

栗 木 台 麻生区 栗木台５丁目 ２番 ６４先

第 ９ ３ 号 線 麻生区 栗木台５丁目 ２番 ５先

２　廃止

整理 図面

番号 番号

野 川 宮前区 野川 ３０５４番 ２先

第 ２ ０ ０ 号 線 宮前区 野川 ３０５５番 １先

菅 生 宮前区 菅生２丁目 ２０１２番 ２先

第 ２ １ ４ 号 線 宮前区 菅生２丁目 ２００８番 １先

菅 生 宮前区 犬蔵１丁目 ３６２３番 先

第 ５ ４ ７ 号 線 宮前区 犬蔵１丁目 ３６４５番 ３先

西 生 田 多摩区 西生田１丁目 ２１９１番 先

第 ３ ６ 号 線 多摩区 西生田１丁目 ２１９０番 先

片 平 麻生区 片平 １６９５番 １先

第 ６ ０ 号 線 麻生区 片平 １６６０番 ９先

路 線 名
起 点

終 点

３１ ９

路 線 名
起 点

終 点

３６ １４

３３ １１

３４ １２

３５ １３

３２ １０

県
道
東
京
大
師
横
浜

国道４０９号

京浜急行大師線

大師中学校

産業道路駅

２２



認 定 理 由 

図面番号② 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（幸区戸手４丁目地内）               整理番号２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号③ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（幸区小倉４丁目地内）            整理番号２４、２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幸
多
摩
線

国
道
４
０
９
号

幸
消
防
署

御
幸
小
学
校

御幸中学校

２３



認 定 理 由 

図面番号② 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（幸区戸手４丁目地内）               整理番号２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号③ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（幸区小倉４丁目地内）            整理番号２４、２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市
鶴見区

東小倉
公園

市
営
小
倉
第
４
住
宅

看護短期大学

２４

２５



認 定 理 由 

図面番号④ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（中原区上小田中１丁目地内）            整理番号２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑤ 

 本箇所は、路線の一部は不要であるため廃止をするが、残地路線は一般交通

に必要なので、再度、これを市道として認定したい。 

 

見取図（宮前区菅生２丁目地内）              整理番号２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 杉 菅 線
ＪＲ南武線

大
谷
戸
小
学
校

上小田中
西公園

２６



認 定 理 由 

図面番号④ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（中原区上小田中１丁目地内）            整理番号２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑤ 

 本箇所は、路線の一部は不要であるため廃止をするが、残地路線は一般交通

に必要なので、再度、これを市道として認定したい。 

 

見取図（宮前区菅生２丁目地内）              整理番号２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県
道
横
浜
生
田

東京都長沢浄水場

生
田
緑
地

平瀬川支川

２７



認 定 理 由 

図面番号⑥ 

 本箇所は、稲田堤駅において、南武線駅アクセス向上等整備事業により新設

しようとする道路で、一般交通に必要なので、これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区菅稲田堤１丁目、菅１丁目地内）       整理番号２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑦ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区高石２丁目地内）              整理番号２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県道川崎府中

ＪＲ南武線

稲田堤駅

三沢川

京
王
相
模
原
線

２８



認 定 理 由 

図面番号⑥ 

 本箇所は、稲田堤駅において、南武線駅アクセス向上等整備事業により新設

しようとする道路で、一般交通に必要なので、これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区菅稲田堤１丁目、菅１丁目地内）       整理番号２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑦ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区高石２丁目地内）              整理番号２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田
急小
田原
線

高石保育園

県道
世田

谷町
田

２９



認 定 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区はるひ野５丁目地内）            整理番号３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑨ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区栗木台５丁目地内）             整理番号３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京
王
相
模
原
線

小
田
急
多
摩
線

県
道
上
麻
生
連
光
寺

東京都
稲城市

３０



認 定 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区はるひ野５丁目地内）            整理番号３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 定 理 由 

図面番号⑨ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区栗木台５丁目地内）             整理番号３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田急多摩線

栗
木
線

栗
木
台
小
学
校

東京都
稲城市

３１



廃 止 理 由 

図面番号⑩ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

見取図（宮前区野川地内）                 整理番号３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑪ 

 本箇所は、路線の一部が一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

見取図（宮前区菅生２丁目地内）              整理番号３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登戸野川線

市
営
野
川
西
住
宅

野
川
第
３
公
園

３２



廃 止 理 由 

図面番号⑩ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

見取図（宮前区野川地内）                 整理番号３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑪ 

 本箇所は、路線の一部が一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

見取図（宮前区菅生２丁目地内）              整理番号３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県
道
横
浜
生
田

東京都長沢浄水場

生
田
緑
地

平瀬川支川

３３



廃 止 理 由 

図面番号⑫ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

見取図（宮前区犬蔵１丁目地内）              整理番号３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑬ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

見取図（多摩区西生田１丁目地内）             整理番号３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尻手黒川線

消防訓練センター

犬蔵中学校

３４



廃 止 理 由 

図面番号⑫ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

見取図（宮前区犬蔵１丁目地内）              整理番号３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑬ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

見取図（多摩区西生田１丁目地内）             整理番号３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県道世田谷町田

五反田川

読売ランド前駅 小田急小田原線

３５



廃 止 理 由 

図面番号⑭ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

見取図（麻生区片平地内）                 整理番号３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第２０号 

 

地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定された事項に

ついて、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

平成２８年 ９ 月 ５ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

１ 市長の専決事項の指定について第２項による専決処分 

 番 

 

号 

発 生 

 

局 名 

専決処分 

 

年 月 日 

損 害 賠 

 

償 の 額 

被 害 者 事 件 の 概 要 

１ 環境局 28. 4.10 

円 

149,040 

 

ヒルズ生田

管理組合 

平成28年１月13日、多摩区栗谷３丁目６番

14号先路上で、本市小型ごみ収集車が、集積

所に着けようと後退した際、被害者所有のブ

ロック塀に接触し、破損させたもの 

２ 環境局 28. 5. 9 

円 

199,670 

 

宮前区在住

者 

平成27年６月29日、宮前区神木本町２丁目

10番１号先路上で、本市中型ごみ収集車が、

左折しようとした際、左後方から走行してき

た被害者運転の自転車に接触し、破損させ、

及び被害者を負傷させたもの 

３ 環境局 28. 5.24 

円 

340,000 

 

多摩区在住

者 

平成28年４月２日、被害者宅先路上で、本

市小型ごみ収集車が、右折しようとした際、

被害者所有のブロック塀及びフェンスに接触

し、破損させたもの 

４ 環境局 28. 6. 2 

円 

432,000 

 

ユニテ読売

ランドテラ

ス管理組合 

 平成27年７月23日、多摩区栗谷１丁目９番

23号マンション構内で、本市小型ごみ収集車

が、集積所に着けようと後退した際、被害者

所有の集積所の扉に接触し、破損させたもの 

５ 環境局 28. 6. 3 

円 

239,263 

 

株式会社登

戸石油 

平成28年４月22日、多摩区登戸1780番地ガ

ソリンスタンド敷地内で、本市中型ごみ収集

車が、給油のため停車しようとした際、被害

者所有の給油ホースに接触し、破損させたも

の 

６ 環境局 28. 6. 4 

円 

105,840 

 

株式会社Ｕ

Ｒコミュニ

ティ神奈川

西住まいセ

ンター 

平成28年４月18日、多摩区菅仙谷３丁目１

番４号敷地内で、本市職員が、ごみの収集作

業中、被害者所有のコンテナボックスを破損

させたもの 

７ 環境局 28. 6.10 

円 

30,996 

 

中原区在住

者 

平成28年４月27日、中原区木月１丁目25番

８号先路上で、本市小型ごみ収集車が走行中、

駐車していた被害者所有の軽乗用車に接触し、

破損させたもの 

８ 環境局 28. 6.15 

円 

239,597 

 

麻生区在住

者 

平成28年５月10日、麻生区高石６丁目25番

６号先路上で、本市小型ごみ収集車が、一時

停止した後、発進した際、当該小型ごみ収集

車を追い越そうと右後方から走行してきた被

害者運転の小型乗用車に接触し、破損させた

もの 

９ 環境局 28. 6.27 

円 

244,737 

 

麻生区在住

者 

平成28年３月24日、宮前区潮見台23番先路

上で、本市大型ごみ運搬車が、カーブを曲が

ろうとして車線をはみ出したところ、右側車

線を後方から走行してきた被害者所有の普通

乗用車に接触し、破損させたもの 
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